
歩道巻込み形状改良

別紙３
令和５年度区役所通りのバリアフリー整備内容について（案）

【凡例】

視覚障害者誘導用ブロック設置

歩車道境界ブロック１cm化

歩道巻込み形状改良

歩道切下げ化（歩道の連続設置）

整備対象範囲

歩道切下げ化（歩道の連続設置）

歩車道境界ブロック段差1cm化
（標準は2cm）

区役所通り

東側歩道においても視覚障害者誘導
用ブロックを連続設置 （参考事例）

（参考事例）
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勾配改良とあわせた、視覚障害者
誘導用ブロックのシームレス化③ （模式断面図）
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整備後

現況

庁舎内だけでは改修が難しかった急勾配の
スロープについて、道路の高さを13cm程度
上げることで緩やかな勾配に改良

（俯瞰図）
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車両の通らない範囲
で歩道巻込み部拡大

都道・区道の管理区域境界への
誘導ブロック連続設置⑥

（イメージ写真）
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